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(54)【発明の名称】 半透過液晶表示装置用アレー基板

(57)【要約】
【課題】  光漏れを防止して、コントラストを向上させ
る半透過液晶表示装置を提供する。
【解決手段】  本発明は必要によって反射モードと透過
モードで用いることができる半透過液晶表示装置に関す
る。半透過液晶表示装置で反射モードと透過モードの輝
度を同一にするためにアレー基板上に透過ホール及び傾
斜段差部を有する保護層を形成するが、この傾斜段差部
から光漏れが発生しうる。本発明では傾斜段差部を反射
電極で覆って光が漏れることを防止しながら、傾斜段差
部が基板となす角を調整して反射された光が視野に入る
ことを防止することによって、コントラストの低下を防
ぐことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板と；前記基板上に形成されている薄
膜トランジスタと；前記薄膜トランジスタを覆って、第
１透過ホールと前記第１透過ホールを囲んでいる傾斜段
差部を有する第１保護層と；前記第１保護層上に形成さ
れていて前記薄膜トランジスタと連結されている透明電
極と；前記透明電極上に形成されて前記傾斜段差部を完
全に覆い、前記第１透過ホールに対応する第２透過ホー
ルを有する反射電極とを含むことを特徴とする半透過液
晶表示装置用アレー基板。
【請求項２】  前記傾斜段差部は、前記基板に対して、
前記傾斜段差部に対応する反射板から反射された光が視
野角外に反射されるようにする傾斜角を有することを特
徴とする請求項１に記載の半透過液晶表示装置用アレー
基板。
【請求項３】  前記傾斜角は、約２０度ないし１１０度
であることを特徴とする請求項２に記載の半透過液晶表
示装置用アレー基板。
【請求項４】  前記傾斜角は、４２度ないし７０度であ
ることを特徴とする請求項３に記載の半透過液晶表示装
置用アレー基板。
【請求項５】  前記第１保護層は、ベンゾシクロブテン
（ＢＣＢ）とアクリル系列の感光性樹脂中いずれか１つ
で構成されていることを特徴とする請求項１に記載の半
透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項６】  前記透明電極と前記反射板間に第２保護
層をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の半透
過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項７】  前記第２保護層は、透明であることを特
徴とする請求項６に記載の半透過液晶表示装置用アレー
基板。
【請求項８】  前記第２保護層は、シリコン窒化膜で構
成されていることを特徴とする請求項６に記載の半透過
液晶表示装置用アレー基板。
【請求項９】  前記反射板は、前記透明電極に連結され
ていることを特徴とする請求項１に記載の半透過液晶表
示装置用アレー基板。
【請求項１０】  交差して前記薄膜トランジスタに電気
的で連結されているゲート配線とデータ配線をさらに含
むことを特徴とする請求項１に記載の半透過液晶表示装
置用アレー基板。
【請求項１１】  基板と；前記基板上に形成されている
薄膜トランジスタと；前記薄膜トランジスタを覆って第
１透過ホールと前記第１透過ホールを囲んでいる傾斜段
差部を有する第１保護層と；前記第１保護層上部に形成
されて前記傾斜段差部を完全に覆って前記第１透過ホー
ルに対応する第２透過ホールを有する反射板と；前記反
射板上に形成されて前記薄膜トランジスタと連結されて
いる透明電極とを含むことを特徴とする半透過液晶表示
装置用アレー基板。 *
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*【請求項１２】  前記傾斜段差部は、前記基板に対し
て、前記傾斜段差部に対応する反射板から反射された光
が視野角外に反射されるようにする傾斜角を有すること
を特徴とする請求項１１に記載の半透過液晶表示装置用
アレー基板。
【請求項１３】  前記傾斜角は、約２０度ないし１１０
度であることを特徴とする請求項１２に記載の半透過液
晶表示装置用アレー基板。
【請求項１４】  前記傾斜角は、約４２度ないし７０度
であることを特徴とする請求項１３に記載の半透過液晶
表示装置用アレー基板。
【請求項１５】  前記第１保護層は、ベンゾシクロブテ
ン（ＢＣＢ）とアクリル系列の感光性樹脂中いずれか１
つで構成されていることを特徴とする請求項１１に記載
の半透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１６】  前記透明電極と反射板間に第２保護層
をさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載の半透
過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１７】  前記第２保護層は、シリコン窒化膜で
構成されていることを特徴とする請求項１６に記載の半
透過液晶表示装置用アレー基板。
【請求項１８】  交差して前記薄膜トランジスタに電気
的で連結されているゲート配線とデータ配線をさらに含
むことを特徴とする請求項１６に記載の半透過液晶表示
装置用アレー基板。
【請求項１９】  前記基板と第１保護層間にゲート絶縁
膜をさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載の半
透過液晶表示装置用アレー基板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は液晶表示装置に係
り、さらに詳細には反射モードと透過モードを選択的に
用いることができる半透過液晶表示装置用アレー基板に
関する。
【０００２】
【従来の技術】一般的に液晶表示装置は、電界生成電極
が各々形成されている２つの基板を２つの電極が形成さ
れている面が向かい合うように配置して２つの基板間に
液晶物質を注入し、２つの電極に電圧を印加して生成す
る電界によって液晶分子を動かして、これに光の透過率
を制御して画像を表現する装置である。
【０００３】このような液晶表示装置は、用いる光源に
よって透過型と反射型に分けることができる。
【０００４】透過型液晶表示装置は、液晶パネルの後面
に付着された背面光源であるバックライトから出る人為
的な光を液晶に入射させて、液晶の配列によって光の量
を調節して色を表示する形態である。反射型液晶表示装
置は、外部の自然光や人造光を反射させることによって
液晶の配列によって光の透過率を調節する形態である。
【０００５】透過型液晶表示装置は、人為的な背面光源
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を用いるので暗い外部環境でも明るい画像を表示できる
が電力消費が大きい短所がある。反面、反射型液晶表示
装置は光の大部分を外部の自然光や人造光源に依存する
構造をしているので透過型液晶表示装置に比べて電力消
費が少ないが、暗い場所では用いることができない短所
がある。
【０００６】したがって、２種のモードを必要な状況に
よって適切に選択して用いることができる装置として反
射及び透過兼用液晶表示装置が提案された。
【０００７】以下、添付した図面を参照して半透過液晶
表示装置に対して説明する。図１は一般的な半透過液晶
表示装置の断面図である。図１に示したように、スイッ
チング素子である薄膜トランジスタ（図示せず）を含む
下部基板１０上に画素電極２０が形成されている。画素
電極２０は透過電極２１と反射電極２２の２つの部分で
構成するが、反射電極２２は内部にホールを有し、反射
電極２２のホールには透過電極２１が形成されている。
透過電極２１はインジウム－スズ－オキサイド（以下Ｉ
ＴＯと称する）やインジウム－酸化亜鉛（以下ＩＺＯと
称する）のように光の透過率が比較的優れた透明導電物
質でなされ、反射電極２２はアルミニウム（Ａｌ）のよ
うに抵抗が小さくて反射率が大きな物質で構成する。
【０００８】下部基板１０上部には下部基板１０と一定
間隔を有して上部基板３０が配置されており、上部基板
３０内側面には画素電極２０と対応する位置にカラーフ
ィルタ４０が形成されている。カラーフィルタ４０上部
には透明導電物質でなされた共通電極５０が形成されて
いる。
【０００９】上部基板３０と下部基板１０間には水平で
配向された液晶層６０が挿入されている。
【００１０】２つの基板１０、３０の外側の方には第１
及び第２位相差板７１、７２が各々配置されているの
で、第１及び第２位相差板７１、７２は光の偏光状態を
変える機能を有する。ここで、第１及び第２位相差板７
１、７２はλ／４（λ＝５５０ｎｍ）に該当する位相差
を有することを利用して、入射された線偏光を円偏光
に、円偏光を線偏光に変える。
【００１１】第１及び第２位相差板７１、７２の外側の
方には下部偏光板８１と上部偏光板８２が各々配置され
ているので、上部偏光板８２の光透過軸は下部偏光板８
１の光透過軸に対して９０度の角を有する。
【００１２】また、下部偏光板８１の外側の方すなわ
ち、下部偏光板８１の下にはバックライト９０が配置さ
れていて透過モードの光源で利用される。
【００１３】このような構造の半透過液晶表示装置は、
電圧を印加しない場合白色光が出力されるノーマリー・
ホワイト・モードであるが、反射モードを基準で設計さ
れるために、電圧を印加していないとき透過モードの透
過率は反射モード透過率の５０％程度になり灰色光が出
力される。
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【００１４】したがって、このような問題を解決するた
めに反射領域と透過領域における液晶層の厚さを異なる
ようにした半透過液晶表示装置が提案された。
【００１５】図２は従来の半透過液晶表示装置を示した
断面図であって、半透過液晶表示装置は透過部Ａと反射
部Ｂに分けられる。
【００１６】図２に示したように、下部基板１１０上に
有機絶縁膜でなされた第１保護層１２０が形成されてお
り、第１保護層１２０は透過部Ａに該当する部分に第１
透過ホール１２２が形成されている。第１保護層１２０
上部には透明導電物質でなされた透過電極１３０が形成
されていて、透過電極１３０上部には第２保護層１４０
が形成されている。一方、下部基板１１０上部には図示
しなかったが薄膜トランジスタがさらに形成されてお
り、薄膜トランジスタは電気的に透過電極１３０と反射
電極にすべて連結されている。
【００１７】次に、第２保護層１４０上部には反射電極
１５０が形成されているので、反射電極１５０は第１透
過ホール１２２上部に透過電極１３０をあらわすための
第２透過ホール１５２を有する。
【００１８】続いて、下部基板１１０上部に一定間隔離
されて上部基板１６０が配置されていて、上部基板１６
０下部にはカラーフィルタ１６１と共通電極１６２が順
に形成されている。
【００１９】下部基板１１０と上部基板１６０外側の方
には位相差板１７１、１７２が各々配置されており、位
相差板１７１、１７２外側の方には偏光板１８１、１８
２が各々配置されていて、下部偏光板１８１の下の方に
はバックライト１９０を配置する。
【００２０】次に、共通電極１６２と反射電極１５０間
には液晶層２００が注入される。このとき、液晶層２０
０は基板に対して水平に配列して、陽の誘電率異方性を
有することを利用して電界が形成されたとき電界の方向
と平行に配列する。
【００２１】ここで、液晶層２００の位相差Δｎ・ｄ
は、液晶層２００の屈折率異方性の値と厚さによって変
わる。したがって、第１透過ホール１２２は透過部Ａの
液晶層２００厚さを反射部Ｂの液晶層２００厚さより厚
くして透過モードと反射モードの輝度を均一にするため
のものであって、透過部Ａの液晶層２００厚さが反射部
Ｂの液晶層２００厚さの２倍にすることが望ましい。
【００２２】このようなアレー基板を利用した半透過液
晶表示装置では透過部に該当する領域の有機絶縁膜にホ
ールを形成して、透過部の液晶層の厚さが反射部液晶層
の厚さの２倍にすることによって反射モードと透過モー
ドの透過率を均一にすることができる。
【００２３】図２の半透過液晶表示装置で電圧を印加す
る前と印加後に対する反射モードの偏光状態を図３及び
図４に各々示した。
【００２４】このとき、図２で基板と紙面に平行な方向
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をｙ軸に設定して、光が進める方向をｚ軸に設定する
と、ｘ軸は光の進行方向によって１８０度変換される。
【００２５】上のような座標を設定すると、液晶表示装
置の下部から見た時上部偏光板の光透過軸はｘ軸に対し
て１３５度、下部偏光板の光透過軸はｘ軸に対して４５
度をなすことに定める。したがって、液晶表示装置の上
部から見た時、上部偏光板の光透過軸はｘ軸となす角が
４５度になる。
【００２６】また、位相差板はλ／４の位相差値を有す
るものを利用するが、上部位相差板はｘ軸上に光軸を持
っていて４５度に入射された光は左円偏光されて、左円
偏光されて入射された光は１３５度に線偏光され、１３
５度で入射された光は右円偏光されて、右円偏光されて
入射された光は４５度に線偏光されるように左折するこ
とを利用する。反面、下部位相差板はｙ軸上に光軸を持
っていて４５度に入射された光が右円偏光される右折す
ることを利用する。このとき反射部の液晶層はλ／４の
位相差値を有し、偏光された光が右折されるようにす
る。
【００２７】図３に示したように液晶表示装置に電圧を
印加していないとき、上部偏光板を通過した光は４５度
に線偏光されて、上部位相差板を通過しながら左円偏光
される。続いて、液晶層を通過しながら左円偏光から４
５度線偏光に変わって、この線偏光は反射電極から反射
されて進行方向が変わるので１３５度の偏光方向を有す
る。次に、液晶層を通過しながら１３５度の線偏光は左
円偏光に変わって、左円偏光は上部位相差板を通過しな
がら再び１３５度に線偏光される。１３５度に線偏光さ
れた光は上部偏光軸の光透過軸方向と一致するので、上
部偏光板に到達した光がすべて透過されてホワイトが表
示される。
【００２８】次に、図４に示したように液晶表示装置に
電圧が印加された場合、上部偏光板を通過した光は４５
度に線偏光されて、上部位相差板を通過しながら左円偏
光される。続いて、左円偏光された光は液晶層を通過す
るが、液晶分子が印加された電圧によって基板に対して
垂直で配列されて位相差を有しないので、そのまま透過
して左円偏光状態を維持する。次に、反射電極に反射さ
れて左円偏光された光は右円偏光されて、右円偏光され
た光は再び液晶層をそのまま透過した後、位相差板を通
過しながら４５度に線偏光される。４５度に線偏光され
た光は上部偏光板の光透過軸と直角になるので、透過で
きなくブラック状態になる。
【００２９】一方、図５及び図６には、半透過液晶表示
装置で電圧が印加される前と後に対する透過モードの偏
光状態を図示した。
【００３０】図５に示したように電圧を印加していない
とき、バックライトから照射されて下部偏光板を通過し
た光は４５度に線偏光されて、下部位相差板を通過しな
がら右円偏光される。続いて、透過電極を通過するのに
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透過電極は光の偏光状態に影響を及ぼさないので右円偏
光状態をそのまま維持する。次に、右円偏光された光は
液晶層を通過するが、透過部の液晶層は反射部の液晶層
の厚さより２倍厚くしてλ／２の位相差を有するように
する。したがって、右円偏光された光は左円偏光に変換
される。次に、左円偏光された光は上部の位相差板を通
過しながら１３５度に線偏光されるので、上部偏光板の
光透過軸方向と一致して光がすべて透過される。
【００３１】続いて、電圧が印加された場合には図６に
示したように、バックライトから照射されて下部偏光板
を通過した光は４５度に線偏光されて、下部位相差板を
通過しながら右円偏光される。続いて、位相変化なしに
透過電極を通過して液晶層を通過するが、液晶層が基板
に対して垂直で配列されて位相差を有しないので右円偏
光された状態を維持する。次に、上部の位相差板を通過
しながら右円偏光された光は４５度に線偏光されるが、
これは上部偏光板の光透過軸方向すなわち、１３５度方
向と直角になるので上部偏光板を透過する光がなくな
る。
【００３２】このように、透過部と反射部の液晶層の厚
さを異なるようにして２つのモードの輝度を均一にする
のみならず、ブラック状態を理想的に暗くさせることが
できるのでコントラストを高めることができる。それゆ
え、半透過液晶表示装置の画質を向上させることができ
る。
【００３３】前述したように液晶層の位相差は、液晶層
の厚さによって変わることができるが、図２と同一に反
射部と透過部の液晶層の厚さを異なるようにするために
透過ホールを形成したとき、反射部と透過部の境界領域
すなわち、傾斜した段差部では液晶層の厚さが持続的に
変化される。したがって、電圧が印加されないとき、こ
の部分で液晶の位相差が変わり光が漏れる問題が発生す
る。
【００３４】また、電圧を印加したときにはこの部分で
電界の歪曲が発生するので、液晶分子が基板に対して完
全に立たなくて位相遅延があらわれて、光が漏れる。
【００３５】このような光漏れを防止するために反射部
と透過部の境界領域を反射電極で覆われるようにするこ
とが良い。これと類似な構造が特開２０００－２７５６
６０号（以下引用文献という）に提示された。
【００３６】図７は、引用文献の選択図を示したもので
ある。図７に示したように、引用文献での半透過型液晶
表示装置では透過電極１３上部に傾斜段差部１７を有す
る層間絶縁膜３が形成されていて、その上に反射電極４
または５は開口部を有する反射電極４または５が形成さ
れている。傾斜段差部１７は反射部と透過部の境界領域
になり、反射電極４または５の開口部端部分を傾斜段差
部１７上に配置する。したがって、反射電極４または５
が傾斜段差部１７の一部を覆っている。
【００３７】前記層間絶縁膜３と前記反射電極４または
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7
５間には、前記反射電極の反射率を改善するために、感
光性樹脂を塗布して表面を凹凸状で形成した凹凸部１８
が構成される。
【００３８】引用文献では安定した表示品質を得るため
に反射部と透過部の有効面積を一定にすることを目的に
する。ここで、傾斜段差部１７は反射部や透過部の役割
をする所でないので、反射電極４または５の開口部端部
分を傾斜段差部１７上に配置すると、若干の誤差が発生
しても透過部と反射部の有効面積には無関係である。
【００３９】ところで、前述したように傾斜段差部１７
から光漏れが発生する。このような光漏れを防止してコ
ントラストを向上させるために引用文献の反射電極４ま
たは５が傾斜段差部１７を完全に覆うようにする場合に
は、反射電極４または５と透過電極１３が接触され、反
射電極４または５と透過電極１３間に電解腐蝕が発生す
る。したがって、透過電極１３と反射電極４または５は
接触してはならないので、反射電極４または５が傾斜段
差部１７を一部のみ覆うようにしなければならない。
【００４０】
【発明が解決しようとする課題】本発明は前記した従来
の問題を解決するために案出されたものであり、本発明
の目的は光漏れを防止して、コントラストを向上させる
ことができる半透過液晶表示装置を提供することにあ
る。
【００４１】
【課題を解決するための手段】前記した目的を達成する
ための本発明による半透過液晶表示装置用アレー基板
は、基板と；前記基板上に形成されている薄膜トランジ
スタと；前記薄膜トランジスタを覆っており、第１透過
ホールと前記第１透過ホールを囲んでいる傾斜段差部を
有する第１保護層と；前記第１保護層上に形成されてい
て前記薄膜トランジスタと連結されている透明電極と；
前記透明電極上に形成されて前記傾斜段差部を完全に覆
い、前記第１透過ホールに対応する第２透過ホールを有
する反射電極を含む。本発明による他の半透過液晶表示
装置用アレー基板は、基板と；前記基板上に形成されて
いる薄膜トランジスタと；前記薄膜トランジスタを覆っ
て第１透過ホールと前記第１透過ホールを囲んでいる傾
斜段差部を有する第１保護層と；前記第１保護層上部に
形成されて前記傾斜段差部を完全に覆って前記第１透過
ホールに対応する第２透過ホールを有する反射板と；そ
して前記反射板上に形成されて前記薄膜トランジスタと
連結されている透明電極とを含む。
【００４２】ここで、前記傾斜段差部は前記基板に対し
て、前記傾斜段差部に対応する反射板から反射された光
が視野角外に反射されるようにする傾斜角を有すること
が望ましい。このとき、傾斜角は約２０度ないし１１０
度、特に４２度ないし７０度であるものが良い。
【００４３】前記第１保護層は、ベンゾシクロブテン
（ＢＣＢ）とアクリル系列の感光性樹脂の内のいずれか

8
１つで構成することができる。
【００４４】本発明は前記透明電極と前記反射板間に第
２保護層をさらに含むこともできるので、前記第２保護
層は透明でシリコン窒化膜で構成することができる。
【００４５】一方、前記反射板は前記透明電極に連結さ
れていてもよい。
【００４６】また、本発明は交差して前記薄膜トランジ
スタに電気的で連結されているゲート配線とデータ配線
をさらに含む場合もある。
【００４７】このように、本発明では反射モードと透過
モードの輝度を同一にするために傾斜段差部を有する保
護層を形成するが、反射電極が傾斜段差部を覆い、傾斜
段差部と基板がなす角度を２０度以上にすることによっ
て光漏れを防止できる。したがって、半透過液晶表示装
置のコントラストを向上させることができる。
【００４８】
【発明の実施の形態】以下、添付した図面を参照して本
発明の実施例による半透過液晶表示装置用アレー基板に
対して詳細に説明する。
【００４９】本発明の第１実施例による半透過液晶表示
装置用アレー基板は、反射部と透過部の境界領域、すな
わち傾斜段差部が反射電極で覆われるようにしながら、
傾斜段差部の傾斜角を一定値以上で形成する。
【００５０】図８は本発明の第１実施例による半透過液
晶表示装置用アレー基板の平面図であって、図９は図８
でＶＩＩ－ＶＩＩ線を沿って切った断面図である。
【００５１】図８及び図９に示したように、絶縁基板２
１０上にゲート電極２２１が形成されており、ゲート電
極２２１は横方向に延びているゲート配線２２２と連結
されている。基板２１０はガラスのような絶縁物質でな
され、ゲート電極２２１とゲート配線２２２は金属のよ
うな導電物質で構成する。続いて、ゲート絶縁膜２３０
がゲート電極２２１とゲート配線２２２を覆っている。
ゲート絶縁膜２３０はシリコン窒化膜（ＳｉＮ

Ｘ
）やシ

リコン酸化膜（ＳｉＯ
２
）で構成することができる。次

に、ゲート絶縁膜２３０上に非晶質シリコンでなされた
アクティブ層２４０が形成されている。その上にソース
電極２５１とドレーン電極２５２が形成されており、ソ
ース電極２５１は縦方向に延びていてゲート配線２２２
と一緒に画素領域Ｐを定義するデータ配線２５３に連結
されている。図示しなかったが、ソース及びドレーン電
極２５１、２５２とアクティブ層２４０間にはオーミッ
クコンタクト層を配置する。オーミックコンタクト層は
アクティブ層２４０とソース及びドレーン電極２５１、
２５２間の接触抵抗を低める。
【００５２】続いて、有機絶縁膜でなされた第１保護層
２６０がソース及びドレーン電極２５１、２５２を覆っ
ており、第１保護層２６０はドレーン電極２５２をあら
わす第１コンタクトホール２６１及び透過部に該当する
部分に第１透過ホール２６２を有する。第１透過ホール
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9
２６２は透過部の液晶層の厚さを反射部の液晶層の厚さ
より厚くして透過モードと反射モードの輝度を均一にす
るためのものであって、透過部の液晶層の厚さが反射部
の液晶層の厚さの２倍にすることが望ましい。このよう
な第１保護層２６０としてはベンゾシクロブテン（ＢＣ
Ｂ）やアクリル系列の感光性樹脂を利用して形成するこ
とができる。
【００５３】続いて、第１保護層２６０上部には透明導
電物質でなされた透過電極２７０が形成されているが、
透過電極２７０は第１コンタクトホール２６１を通して
ドレーン電極２５２と接触する。次に、透過電極２７０
上部にシリコン窒化膜のような物質でなされた第２保護
層２８０が形成されていて、第２保護層２８０は第１コ
ンタクトホール２６１上部の透過電極２７０をあらわす
第２コンタクトホール２８１を有する。第２保護層２８
０上部には反射電極２９０が形成されている。反射電極
２９０は第２コンタクトホール２８１を通して透過電極
２７０と連結されており、第１透過ホール２６２上に形
成された透過電極２７０をあらわす第２透過ホール２９
１を有する。このとき、反射電極２９０は反射部と透過
部間の境界領域部分すなわち、傾斜段差部を完全に覆っ
ている。ここでは反射電極２９０が透過電極２７０上部
に形成されているが、反射電極２９０が透過電極２７０
と接触されない状態で透過電極２７０下部に形成されて
いる場合もある。
【００５４】ここで、第２保護層２８０は、透過部で反
射電極２９０と透過電極２７０の直接接触を防ぐための
ものであって、本発明では反射電極２９０を乾式エッチ
ングや湿式エッチングで形成しても、電解腐蝕が発生し
ない。
【００５５】一方、第２保護層２８０は省略する場合も
あるが、このときには反射電極２９０を乾式エッチング
で形成することによって電解腐蝕がおきることを防止で
きる。
【００５６】このように、本発明では反射部と透過部間
の境界領域で光が漏れることを防止するために、反射電
極は傾斜段差部を覆うように形成するが、傾斜段差部は
基板に対して一定値以上の角を有していなければならな
い。
【００５７】図１０は図９で透過部と反射部の境界領域
である傾斜段差部の傾斜角度を求めるための図面であ
る。
【００５８】図１０に示したように、基板と平行な軸を
ｘ軸と称し、これに垂直である軸をｙ軸と称す。そうす
ると、傾斜段差部はｘ軸とθの角を有するが、このよう
な傾斜段差部に平行な軸をｘ'軸と称し、ｘ'軸に垂直な
軸はｙ'軸と称す。このとき、ｘ軸とｘ'軸が交差して分
けられる領域中、ｙ軸とｙ'軸を含む領域に液晶層を配
置する。
【００５９】傾斜段差部に入射する光は、まず空気中か
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ら半透過液晶表示装置の上部基板を通過した後、液晶層
で屈折して傾斜段差部に入射する。傾斜段差部に入射す
る光がｙ軸に対してαの角を有すれば、入射された光が
ｙ'軸とｘ軸間領域に反射されて視野に入ることはない
ので、この部分で光が漏れることを防止できる。このと
き、反射される光はｙ軸に対して２θ－αの角を有し、
この角度はαより大きくなければならないのでθ＞αに
なる。
【００６０】半透過液晶表示装置の基板に垂直な軸を基
準にしたとき、外部から入射する光は０度から最大９０
度の入射角範囲を有するが、０度に近い光はそのまま入
ってから出るので傾斜段差部に対して大きな意味を有し
ないので、外部から入射する光の入射角度は２０度ない
し９０度の範囲内で考慮する。
【００６１】空気の屈折率ｎ

１
を１として、液晶の平均

屈折率ｎ
２
を１．５とすれば、入射光の入射角θ

１
に対

する透過光の透過角θ
２
はスネルの法則（ｎ１・ｓｉｎ

（θ
１
）＝ｎ

２
・ｓｉｎ（θ

２
））によって決定され

る。
【００６２】したがって、入射光の入射角が２０度ない
し９０度の時、透過光の透過角は１３度ないし４２度に
なるので、αは１３度ないし４２度の範囲を有する。
【００６３】ところで、ノートブックに多く利用される
１２．１インチのパネルを約３０ｃｍ程度離れて見る
時、コントラストの低下なしに全体画面を見ることがで
きる最大角度は約３０度である。スネルの法則を利用し
て入射角が３０度である時αを求めると、αは約２０度
になる。そして、工程上形成可能な傾斜角度は１１０度
になるので、傾斜段差部の傾斜角度は２０度ないし１１
０度の範囲で形成することができる。
【００６４】一方、前記したようにαは、最大値が４２
度であるので、傾斜段差部の傾斜角度を４２度より大き
くすると周辺から入射するすべての光に対して視野角内
から外れるようにすることができる。したがって、傾斜
段差部の傾斜角度は望ましくは４２度ないし７０度の範
囲で形成することが良い。
【００６５】このような傾斜段差部の傾斜角度は、第１
保護層（図９の２６０）の工程条件を調節することによ
って可能である。
【００６６】第１保護層にＢＣＢを用いる場合には乾式
エッチング工程条件を調節することによって傾斜角度を
調節することができる。一般的にＢＣＢを乾式エッチン
グするガスはＳＦ

６
やＯ

２
等で組成されるが、Ｏ

２
の組

成比が大きければＢＣＢの傾斜度は緩慢になって、Ｏ
２

の組成比が小さければＢＣＢの傾斜度は大きくなる。こ
れは、ＢＣＢを乾式エッチングする時、ＢＣＢ上部に配
置する感光膜（ＰＲ）がＯ

２
の組成が大きいほど速く消

耗するためである。また、エッチングガスの全体圧力が
低ければＢＣＢの傾斜度は緩慢になって、圧力が高けれ
ば傾斜度は大きくなる。
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11
【００６７】一方、第１保護層にアクリル系列の樹脂の
ような感光性樹脂を用いる場合には感光性樹脂の物性を
調節したり、境界領域の露光量を調節して傾斜角度を調
節することができる。傾斜段差部の傾斜を急にしようと
するなら、エッチング部分と非エッチング部分を露光す
る光量の差が大きくなるように境界領域で光量を急激に
変えて、傾斜を緩慢にしようとするなら２つの部分の光
量差が小さい光量が少しずつ変わるようにすればよい。
【００６８】この、本発明では傾斜段差部の傾斜角度を
一定値以上で形成して傾斜段差部から光漏れの発生を防
止することによって、液晶表示装置のコントラストを向
上させることができる。
【００６９】前述したような方法で、前記透過ホールの
段差を構成することができ、他の例として前述した、前
記反射電極と透過電極の構成を変えて本発明の第２実施
例による半透過液晶表示装置用アレー基板を製作するこ
とができる。
【００７０】本発明による第２実施例の特徴は、前記反
射板を透過電極の下部に電気的にフローティングした構
造で、工程を単純化できることを特徴とする。
【００７１】このような本発明の第２実施例による半透
過液晶表示装置用アレー基板の断面図を図１１に示し
た。
【００７２】図示した、基板３１０上にゲート電極３２
１が形成されていて、ゲート絶縁膜３３０がゲート電極
３２１を覆っている。ゲート絶縁膜３３０上にはアクテ
ィブ層３４０が形成されており、その上にソース及びド
レーン電極３５１、３５２が形成されている。図示しな
かったが、ソース及びドレーン電極３５１、３５２とア
クティブ層３４０の間にはオーミックコンタクト層が形
成されている。ゲート電極３２１とソース及びドレーン
電極３５１、３５２は薄膜トランジスタＴをなして、ア
クティブ層３４０は薄膜トランジスタＴのチャネルにな
る。
【００７３】次に、第１保護層３６０がソース及びドレ
ーン電極３５１、３５２を覆っており、第１保護層３６
０はゲート絶縁膜３３０と一緒に基板３１０の一部をあ
らわす第１透過ホール３６２及び第１透過ホール３６２
を囲む傾斜段差部３６３を有する。第１保護層３６０は
ＢＣＢや感光性アクリル樹脂で構成することができる。
ここで、傾斜段差部３６３は基板３１０に対して約２０
度以上の角を有することが良いが、望ましくは４２度な
いし７０度間の角を有することが良い。
【００７４】次に、反射板３７０が第１保護層３６０上
に形成されている。反射板３７０はドレーン電極３５２
上部に開口部３７１を有し、第１透過ホール３６２に対
応する第２透過ホール３７２を有する。反射板３７０は
アルミニウム（Ａｌ）の光をよく反射する金属物質で構
成することが良い。ここで、反射板３７０は傾斜段差部
３６３を完全に覆う。 *
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*【００７５】次に、第２保護層３８０が反射板３７０上
に形成されて反射板３７０を覆っている。第２保護層３
８０は第１保護層３６０と一緒にドレーン電極３５２を
あらわすコンタクトホール３８１を有し、シリコン窒化
膜のような物質で構成することができる。コンタクトホ
ール３８１は反射板３７０の開口部３７１を貫通する。
一方、第１及び第２透過ホール３６２、３７２上部の第
２保護層３８０は除去される場合もある。
【００７６】続いて、透明電極３９０が第２保護層３８
０上に形成されていて、透明電極３９０はコンタクトホ
ール３６１を通してドレーン電極３５２に連結されてい
る。透明電極３９０はインジウム－スズ－オキサイド
（ＩＴＯ）のような透明導電物質で構成する。
【００７７】このような本発明の第２実施例では液晶表
示装置の上部基板に形成される共通電極と同一物質でな
された透明電極３９０が下部基板の一番上に形成される
ために、残像が除去される。
【００７８】一方、図１２は本発明の第３実施例による
半透過液晶表示装置用アレー基板の断面図である。本発
明の第３実施例は透過ホール部分を除いて先立った第２
実施例と同一構造を有し、これに対する平面図は図８と
類似な形態を有する。
【００７９】すなわち、本発明の第２実施例では第１透
過ホール３６２が第１保護層３６０のみならずゲート絶
縁膜３３０にまで延びて、下部の基板３１０をあらわす
ように形成されているが、第３実施例では第１透過ホー
ル３６２が第１保護層３６０にのみ形成されている。一
方、第１透過ホール３６３の周りには傾斜段差部３６３
が形成されており、第１保護層３６０上部の反射板３７
０は傾斜段差部３６３を完全に覆っている。このとき、
傾斜段差部３６３は基板３１０に対して２０ないし１１
０度、望ましくは４２ないし７０度の角を有することが
良い。
【００８０】本発明は前記した実施例に限らず、本発明
の技術思想の範囲内において多様な変化と変形が可能で
ある。
【００８１】
【発明の効果】本発明による半透過液晶表示装置では、
反射部と透過部の境界部分である傾斜段差部を反射電極
で覆い、傾斜段差部から反射された光が視野に入ること
を防止するために傾斜段差部の角度を２０度以上に形成
することによって、傾斜段差部から光が漏れることを防
ぐことができる。したがって、コントラストを向上させ
ることができる。また、本発明では反射電極が十分に傾
斜段差部を覆っても透過電極と反射電極間に絶縁膜を配
置するか、絶縁膜を省略する場合には反射電極を乾式エ
ッチングで形成することによって、電解腐蝕を防止でき
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】  一般的な半透過液晶表示装置に対する断面
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図。
【図２】  従来の半透過液晶表示装置に対する断面図。
【図３】  従来の半透過液晶表示装置で各々電圧を印加
する前と後に対して反射モードでの偏光状態を示した図
面。
【図４】  従来の半透過液晶表示装置で各々電圧を印加
する前と後に対して反射モードでの偏光状態を示した図
面。
【図５】  従来の半透過液晶表示装置で各々電圧を印加
する前と後に対して透過モードでの偏光状態を示した図
面。
【図６】  従来の半透過液晶表示装置で各々電圧を印加
する前と後に対して透過モードでの偏光状態を示した図*
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*面。
【図７】  従来のまた他の半透過液晶表示装置に対する
断面図。
【図８】  本発明の第１実施例による半透過液晶表示装
置用アレー基板の平面図。
【図９】  図８でＶＩＩ－ＶＩＩ線を沿って切った断面
図。
【図１０】  本発明で傾斜段差部の傾斜角度を求めるた
めの図面。
【図１１】  本発明の第２実施例による半透過液晶表示
装置用アレー基板の断面図。
【図１２】  本発明の第３実施例による半透過液晶表示
装置用アレー基板の断面図。

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図５】
【図６】

【図７】 【図９】

【図１０】
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